
伴走型小規模事業者支援推進事業

氏 　名
（電話番号）

事業所名
（ＦＡＸ）

住 　所
（E-mail）　

区　分 田原市商工会／渥美商工会／非会員
（創業・第二創業予定業種）

平成２９年度 【田原市商工会・渥美商工会連携事業】 

『たはら商人道場Ⅰ』 

創業・第二創業（新規事業）セミナー受講生募集！ 

    夢を夢で終わらせない！ 
  創業と成功をその手で掴め！ 

創業・第二創業セミナー参加申込書 

本年度もこれから商売をはじめようとしている方、創業間もない方、事業を営んでいて新しい展

開を考えている方を支援するためセミナーを開催します。 

心構え、戦略立案、情報発信、資金調達、開業計画、人材育成などについて学びます。 

この機会に是非ご参加下さい。 

第１回   9 月21日（木）18:30～21:30 

第２回   9 月29日（金）18:30～21:30 

第３回  10 月 6日（金）18:30～21:30 

第４回  10 月13日（金）18:30～21:30 

第５回  10 月27日（金）18:30～21:30 

日   程 

対 象 者 

受 講 料 

会   場 

定   員 

申込方法 

田原市商工会館 ２階 研修室 

原則、田原市内在住・在勤で起業を目

指す方､創業間もない方､事業を営んで

いて新しい事業展開を考えている方 

会員３，０００円、非会員５，０００円 

３０名（先着順） 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    佐原経営支援パートナー  

    代表 佐原啓泰 氏 
豊川信用金庫 田原支店、経営支援部
を経てH21年にコンサルタントとして独立
開業。 
専門分野は、事業承継、経営改善、
M&A。これまでに約380社の経営コンサ
ルに関わり、一緒になって経営成績を上
げる「社長と後継者の右腕」として定評
がある。 
H21年中小企業庁長官賞受賞 
中小企業診断士 
（一社）事業引継ぎ相談所 理事 
（合同）名古屋事業再生 理事 
（一社）中小企業支援ナビ 理事 

講  師 

ＦＡＸ又はメールにてお申込下さい。 

問合せ・お申込先   ■田原市商工会          ■渥美商工会 
  TEL 0531-22-6666        TEL 0531-33-0441   
   FAX 0531-23-0419            FAX 0531-34-3121 
  E-mail   tahara@tahara.or.jp    E-mail    info@atsumi.or.jp 

 後  援 田原市、㈱日本政策金融公庫 



回

・起業の喜びとやり甲斐

・創業の苦しみ

・経営者とサラリーマンとはここが違う！

・経営者に求められる資質

・創業のステップとポイント

・開業に必要な知識(各種届出、税務、雇用など)

・売上はこうしてつくる！

・自社商品・サービスの強み

・販売促進の手法を学ぶ

・創業のステップとポイント

・財務管理のしかた

・資金管理

・管理会計

・利益計画のつくり方

・中小機構の支援メニュー

・アイデアの出し方のポイントと事業化の手法

・計画をつくるメリット

・ビジネスプラン作成方法

・夢をかなえる経営計画づくり

・ビジネスプラン発表

・プレゼンテーションのコツ

・成功者に共通するちょっとしたコツ

・自分のノウハウを蓄積する

日　　　時 内　　　容

９月２９日（金）　18:30～21:30

第１回

第２回

９月２１日（木）　18:30～21:30

第３回 １０月６日（金） 　18:30～21:30

第４回 10月13日（金）　18:30～21:30

第５回 10月27日（金）　18:30～21:30

創業・第二創業（新規事業）セミナー参加のメリット 

１．開業プラン、新製品開発プロセスが学べます。 

２．経営、財務、販路開拓など起業に欠かせない商売繁盛のノウハウを習得できます。 

３．創業を目的とした方が多数参加するので実践的な情報交換ができ、人脈が広がります。 

４．全５回を受講して頂いた方は産業競争力支援法に基づく「特定創業支援事業」創業者に 

  該当し、会社設立時の登録免許税の軽減措置や信用保証枠の拡大等が受けられます。 

５．上記のほか、平成２９年度に下記の補助金の公募がありました。 

◎平成２９年度創業補助金 

 新たに創業する者を対象に、補助対象経費の１／２以内の補助金を国が交付。 

  外部資金調達がある場合： 50万以上～200万以内 

  外部資金調達がない場合： 50万以上～100万以内 

   

◎平成２９年度事業承継補助金 

 事業承継を行う者を対象に、補助対象経費の２／３以内の補助金を国が交付。 

  事業廃止・集約を伴う場合：１００万以上～２００万以内 

  事業廃止・集約を伴わない場合：１００万以上～５００万以内  

■ 過去の補助金を活用した事例 

【事例１ 創業】 

新しく飲食店の開業を田原市内で考えていま

した。創業補助金を知り商工会から指導を受

けながら申請しました。一発合格でした。 

開業するにあたり、出費がかさむ中で創業補

助金の２００万円を助成頂き大変助かりまし

た。 

【事例２ 第二創業】 

社長の交代があり新しい取組として新商品の販

売を考えている中で、店舗改装など費用で困っ

ていました。その際、創業補助金のことを知り

商工会からサポートを頂き申請・採択されまし

た。初期投資が少なくすみ大変ありがたく思っ

ています。 

カリキュラム 


